
労務費，原材料費，エネルギーコストの上昇に関する下請法Ｑ＆Ａ 

Ｑ：  最低賃金の引上げや原油価格の高騰によりコストが上昇した場合，その

上昇分を取引価格に反映しないことは，問題となるのか。 

Ａ： 最低賃金の引上げにより労務費等のコストが上昇した場合や，原油価格

の高騰に伴いエネルギーコストが上昇した場合，「下請代金支払遅延等防止

法に関する運用基準」第４の５(2)ウ及びエのような方法で下請代金の額を

定めることは，買いたたきに該当するおそれがある。 

（参考：下請代金支払遅延等防止法に関する運用基準（抄）） 

第４ 親事業者の禁止行為 

 ５ 買いたたき 

 (2) 次のような方法で下請代金の額を定めることは，買いたたきに該当するおそれ

がある。 

   ウ 労務費，原材料価格，エネルギーコスト等のコストの上昇分の取引価格への

反映の必要性について，価格の交渉の場において明示的に協議することなく，

従来どおりに取引価格を据え置くこと。 

エ 労務費，原材料価格，エネルギーコスト等のコストが上昇したため，下請事

業者が取引価格の引上げを求めたにもかかわらず，価格転嫁をしない理由を書

面，電子メール等で下請事業者に回答することなく，従来どおりに取引価格を

据え置くこと。 

Ｑ： 労務費，原材料費，エネルギーコストが上昇した場合において，買いた

たき以外の行為について下請法上留意すべきことはあるか。 

Ａ： 例えば，労務費，原材料費，エネルギーコスト等のコストの上昇によっ

て親事業者自らの資金繰りが厳しくなったことを理由に，あらかじめ定め

られた支払期日までに下請代金を支払わないことは支払遅延に該当するほ

か，労務費，原材料費，エネルギーコスト等のコストの上昇によって親事

業者自らのコストが増加したことを理由に，あらかじめ定められた下請代

金の額を減じて支払うことは減額に該当する。 

なお，労務費，原材料費，エネルギーコスト等のコストが下落した場合に

おいて，下請事業者のコストが減少したことを理由に，あらかじめ定めら

れた下請代金の額を減じて支払うことも減額に該当する。 

別紙３


